
保険はお守り 【園芸施設共済】

平成７年に法人を設立し、当初から園芸施設共済に加入し

ています。17棟あるハウスでは、大玉トマトを主に、ミニト

マトやケールなどを栽培しています。

これまで大きな被害はありませんでしたが、一昨年と昨年

は、２年連続で台風の強風によりビニールが破れる被害があ

り、共済金を受け取りました。特に昨年は、９月に改正され

た小損害不てん補１万円特約を選択していたので、少額の被

害も補償の対象となり助かりました。

保険は万が一のお守りのようなもの。園芸施設共済に加入

していることで安心して農業ができると感じています。

北広島町

農事組合法人 うづつき
代表 小川 和夫さん（70歳）
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